
可燃ごみの減量にご協力いただきありがとうございます

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

お知らせ

　家庭系可燃ごみの排出量は年々減少傾向にありま
したが、令和６年度上半期の排出量は、前年度の同
時期と比較して、約10万kg増加しています。
　市では、可燃ごみの減量を強く推進しています。
今後も安定的かつ継続的に家庭ごみと資源物の収集
処理を行うため、市民の皆さんも下記のポイントを
参考に可燃ごみの減量にご協力をお願いします。

　ごみの分別を徹底し、それぞれの収集日に出しましょう。分別しない
で可燃ごみとして出されているものが多くあるため、処理費用が増える
だけでなく、貴重なリサイクル資源を失うことになります。
　特に可燃ごみで出される紙類は多くのものがリサイクル資源となりま
す。令和５年度に収集された約350ｔの古紙は、可燃ごみとして処理し
た場合約1,500万円の処理費用がかかりますが、分別して古紙収集とし
たことにより約360万円の収入となりました。
　普段ごみ箱に捨てている紙類をもう一度確認し、古紙としてリサイク
ル可能なものについては、古紙・古布の日や、店頭回収等に出しましょう。

　可燃ごみの重さの約半分が水分です。水分が多く含まれ
る生ごみは水切りネット等を使って十分に水を切りましょう。
　市では、「生ごみ処理容器等（コンポスト・EM容器・電気式生ごみ処
理機）」を購入した人を対象に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
　また、実際に電気式生ごみ処理機を体験し、その効果を実感してもら
うために、電気式生ごみ処理機を最大１か月間無料で貸し出しています。

　年末年始は家族や親戚で集まり、食事をする機会が増える
時季です。宴会では、通常の食堂やレストランのランチと比較して約８
倍の食べ残しが発生しています。食べ残しを防ぐために、最後の15分
間を「食べきりタイム」として設定し、食品ロスの削減に努めましょう。

令和６年度上半期家庭系可燃ごみ排出量
　5,304,010㎏

前年度上半期と比較すると
　＋103,600㎏

ポイント11

ポイント22

ポイント33

代表的なリサイクルできる紙類分別の徹底

生ごみの水切り・
生ごみ処理容器等の利用

食べきりタイムの導入

ティッシュの箱
（30g）

食品ラップの箱
（30g）・芯（31g）

お菓子の箱（19g） トイレットペー
パーの芯（６g）

缶ビールの梱包材
（30g）

牛乳パック（30g）

※ビニールや金属は取りましょう。

「もったいない」を「ありがとう」へ
フードドライブ（食品寄付）への
ご協力をお願いします
　余った食品を持ち寄り、必要な人に提
供することで、食品ロスの解消と食の支
援につながる活動です。
日時　12月13日（金）・16日（月）
場所　市役所101会議室
寄 付できる食品　お米、インスタント・
レトルト食品、缶詰等で常温保存可
能で、未開封、賞味期限が２か月以
上あるもの

寄 付できない食品　生鮮食品、冷凍食
品、開封済みのもの、汚れがあるもの
問 い合わせ　日高市社会福祉協議会
　☎042－985－9100
　 生活福祉課地域福祉担当
（１階⑩番窓口）

緊急支援！生活の困りごと相談会
　生活のこと、家計のこと、仕事のこと等、ひとりで
悩まず気軽に相談してみませんか？社会福祉士等専門
職が相談をお受けします。下記の相談会日以外の平日
でも相談を受け付けています。
日時　12月10日（火）　午前９時～午後５時
対象　市民
費用　無料
申し込み　不要

生活応援！年末フードパントリーを開催します
　食の支援を必要とする人に、地域住民や企業等から
寄付された食品等を無償で提供する活動です。
日時　12月26日（木）　午後３時～６時30分
対象　食の支援を必要とする人（世帯）
申 し込み　12月16日（月）午前８時30分以降に、電話
または日高市社会福祉協議会ホームページから

※食料提供数に限りがあります。
※エコバッグをお持ちください。

日高市社会福祉協議会からのお知らせ
場所・問い合わせ　総合福祉センター「高麗の郷」（楡木201）・☎042－985－9100

※アンケート回答で食料提供あり。
※食料提供数に限りがあります。
※令和７年３月末まで。
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広 告 オシッコでお悩みの方はこちらへ➡０４２（９７８）９５９１ さいたま泌尿器・
ひふ科クリニック

下水道だより⑥
（当年度純利益と一般会計繰入金の推移について）

問い合わせ　下水道課業務担当☎042－989－2771

お知らせ

下水道へ異物を流さないでください

問い合わせ　下水道課施設担当☎042-989-2771

お知らせ

　この表から、当年度純利
益には一般会計繰入金が大
きな影響を与えていること
が分かります。特に、令和４年度以降は、基準外繰入金がなければ実質は赤字となっています。
　下水道事業には、独立採算制の原則や受益者負担の原則があり、基準外繰入金を可能な限り低減させつつ、安
定した経営を継続していくことが必要です。
　近年は、人口減少や水需要の低下に伴い使用料収入が減少しています。一方、物価やエネルギー価格の高騰に
より、維持管理や施設更新の費用は増加傾向にあり、下水道事業にとって厳しい状況にあります。今後、持続可
能な経営のためには、収支構造を改善し、適切に利益を上げていくことが望まれます。
　引き続き、下水道事業の将来を見据えながら、安定した経営を目指して取り組んでいきます。

下水道に流せないものの例
　 水に溶けないティッシュやウェットティッシュ、マスク、
紙おむつ、おしり拭き、生理用品や布類
※これらのものを誤ってトイレ等に流すと、下水道管やポ
ンプ場が詰まり、汚水があふれる原因になることがあります。

　地方公営企業である下水道事業は、一般企業のように利益や損失という考え方があります。一年間の収入（下
水道使用料、一般会計繰入金等）と支出（施設等の維持管理費、企業債支払利息、減価償却費等）を差し引きします。
収入が多ければ「当年度純利益」（黒字）、支出が多ければ「当年度純損失」（赤字）となり、企業としての採算が
取れているか分かります。

　下水道にトイレットペーパー以外のものを流すと下水管が詰まる原因となりますので絶対に流さないでくださ
い。下水道管が詰まると、その原因を取り除くために多額の費用を要するばかりでなく、復旧までの一定期間、
下水道が使用できなくなります。また、宅地内の下水道管の詰まりの除去は個人負担となります。
　ご理解、ご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和６年 10月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量 886.91 ｔ － 31.74 ｔ
処理費用 39,024,040 円 － 386,045 円
１人当たりの量 16.35 kg － 0.52 kg
１人当たりの処理費用 719 円 －４ 円

くりっかーの可燃ごみレポート

　10ページで可燃ごみ減量のためのポイントを３
つ紹介しました。可燃ごみの処理費用は重さで決
まります。１人１日10ｇの可燃ごみ減量のため、
できることからはじめていきましょう。

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に44,000円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

当年度純利益と一般会計繰入金の推移 （単位：千円）
決算年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

当年度純利益 44,950 41,968 85,312 155,750 192,469
一般会計繰入金

（うち基準外繰入金）
173,806
（32,785）

161,375
（27,129）

180,484
（21,645）

242,796
（180,658）

355,851
（306,854）

※基準外繰入金とは、総務省が定める繰入基準以外の繰入金です。

　右の表は、過去５年間の
「当年度純利益」と「一般
会計繰入金」の推移です。

布類（ハンカチ
・布巾等）

マスク 水に溶けない
ペーパー類
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